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第２章 埼玉県における薬物乱用をめぐる現状と課題    

１ 薬物事犯の検挙者数の推移  

(1) 全般的傾向 

県内における薬物事犯の検挙者数はここ数年500人前後であり、横ばいで推移して

います。しかしながら、検挙者数の年齢層に着目すると10代及び20代（以下、「若年

層」という。）の検挙者数は増加傾向にあり、全体における割合も平成27年と比べ約

８ポイント増加しています。このことより、引き続き若年層を対象とした薬物乱用防

止の啓発活動が重要であることがうかがえます。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、検挙者のうち初犯者率が約５割と一定数が検挙されていることから薬物乱用

への入り口が身近にあることを示すと同時に、再犯者率も約５割に及ぶことから薬物

に再び手を染める者が後を絶たないことを示しています。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：全薬物事犯における初犯者数（初犯者率）・再犯者数（再犯者率）の推移 

図１：全薬物事犯検挙者数の推移 
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薬物別の検挙者数を見ると、覚醒剤の検挙者が引き続き多数を占めていますが、一

方、大麻の検挙者の増加傾向が顕著となっています。また、対策の強化が図られた指

定薬物（危険ドラッグ）は、検挙者が減少しています。これは、危険ドラッグの入手

が困難となり、大麻の使用等へ移行したものと推察されます。（図３） 

   職業別の検挙者の割合では、約５割が無職者となっています。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 覚醒剤 

覚醒剤による検挙者数は減少の傾向が見られますが、依然として全薬物事犯者の約

７割を占めており、薬物乱用対策の最も重要な課題となっています。また、全体の検

挙者数はここ数年減少傾向にありますが、若年層の検挙者数は横ばいとなっており、

直近（令和元年）では、全体における若年層の割合は約13.5%となっています。（図５）

（図６） 

全国的な傾向として年齢を重ねるごとに再犯率は高くなる傾向にあり、若いうちか

ら覚醒剤に手を染めると、その後長い期間抜け出せない状況であることがうかがえま

す。（図７） 

図３：薬物別の検挙者数の推移 

図４：職業別の検挙者数の推移 
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図５：覚醒剤事犯検挙者数の推移 

図６：全薬物事犯の薬物毎の内訳 

図７：覚醒剤事犯検挙者の再犯率の推移 
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(3) 大麻 

大麻による検挙者数は、全薬物事犯者の約25％（令和元年）であり、平成27年と比

べて２倍以上に増加しています。（図６） 

大麻事犯の検挙者の半数は若年層であり、覚醒剤の乱用に至る入り口となっている

側面もあることから、若年層への対策が必要であると考えます。（図８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 麻薬・向精神薬 

麻薬や向精神薬は医療に欠かせないものですが、一方でこれらの薬物による事犯が

発生しています。検挙者数は平成25年までは１０人未満で推移していましたが、平成

26年は23人と急増しました。 

これは危険ドラッグの成分として、後に麻薬に指定された成分が使われていたこと

によるものです。（図９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９：麻薬・向精神薬事犯検挙者数の推移 

図８：大麻事犯検挙者数の推移 
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(5) 指定薬物（危険ドラッグ） 

指定薬物は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以

下、「医薬品医療機器等法」という。）により輸入、製造、販売、所持、使用、購入

及び譲り受け等が禁止されており、平成26年12月からは検査命令・販売等停止命令の

対象物品の拡大、広告中止命令の創設等により、効果的に指導・取締りが可能となり

ました。 

平成26年12月の規制・取締指導の強化により、平成26年をピークに減少傾向となっ

ています。（図10） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10：指定薬物事犯検挙者数の推移 
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２ 予防啓発の状況 

  (1) 取組の現状 
ア 学校における薬物乱用防止啓発 

(ｱ) 薬物乱用防止教室の実施 

県では、児童生徒に対して薬物の正しい知識の普及のため、小・中・高等学校

及び特別支援学校に対し薬物乱用防止教室の実施を働きかけており、令和元年度

は全ての国・公立学校において薬物乱用防止教室が行われました。一方、私立の

小・中・高等学校及び特別支援学校については、薬物乱用防止教室の実施率が  

全国平均（50.5％：平成30年度（特別支援学校を除く））より高いものの69.9％

に留まっています。（表１） 

 

表１：令和元年度薬物乱用防止教室実施状況 

区分 

公私 

実施校 / 学校数 
合 計 

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 

公立 

(さいたま市を除く) 

703 / 703 355 / 355 141 / 141 41 / 41 1,240 / 1,240 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

さいたま市立 
105 / 105 60 / 60 3 / 3 2 / 2 170 / 170 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

私立 
3 / 5 23 / 31 39 / 56 0 / 1 65 / 93 

60.0% 74.2% 69.6% 0.0% 69.9% 

国立 
1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 / 4 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

合計 
812 / 814 439 / 447 184 / 201 44 / 45 1,479 / 1,507 

99.8% 98.2% 91.5% 97.8% 98.1% 

 

(ｲ) 薬物乱用防止指導員の委嘱 

県では、薬物乱用防止の啓発活動を積極的に行うため、薬物乱用防止指導員を

委嘱しています。薬物乱用防止指導員は主に医師、薬剤師及び保護司等のボラン

ティアから構成されています。 

薬物乱用防止指導員は地域におけるイベント等の場を活用して薬物乱用防止

啓発活動を行うとともに、学校での薬物乱用防止教室や各種会合等での講演会の

講師を行っています。 

・薬物乱用防止指導員数 400名（令和２年４月１日現在） 

・令和元年度の薬物乱用防止教室への派遣回数 202 回 

 

(ｳ) 薬物乱用防止指導員等を対象とした研修会の実施 

県では、薬物乱用防止教室の講師となる薬物乱用防止指導員や学校薬剤師、教

職員等を対象に薬物乱用防止に関する研修を実施し、最新の情報を提供するとと

もに指導力の向上に取り組んでいます。（表２） 
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年度 研修会名 参加者 対象者 

平成 30年 新任薬物乱用防止指導員研修会 48人 新任薬物乱用防止指導員等 

平成 30年 薬物乱用防止教育研修会 450人 
教職員、学校薬剤師、薬物乱

用防止指導員等 

令和元年 学校薬剤師研修会 225人 
学校薬剤師、薬物乱用防止指

導員等 

令和元年 薬物乱用防止指導員研修会 92人 薬物乱用防止指導員等 

 

イ 地域に密着した薬物乱用防止啓発活動 

(ｱ) 薬物乱用防止指導員協議会の設置 

県では、地域における薬物乱用防止活動を計画的かつ積極的に行うため、県保

健所毎に薬物乱用防止指導員協議会を設置しています。薬物乱用防止指導員協議

会では、薬物乱用防止啓発キャンペーン等を計画・実施するほか、薬物乱用防止

指導員の資質向上の研修会や薬物乱用防止教室への講師の派遣等を行っていま

す。 

 

(ｲ) 街頭キャンペーン等の実施 

青少年をはじめ広く県民に薬物乱用防止を呼び掛けるため、県は関係機関・関

係団体と連携して街頭やスポーツイベント会場等で啓発キャンペーンを実施し

ています。 

令和元年度は27会場において40,087人に啓発資材を配布しました。 

 
(ｳ) 地元商店街、自治会及び市町村と連携した薬物乱用防止啓発事業 

商店街、自治会及び市町村等と連携し、危険ドラッグや大麻の危険性について

の正しい知識を啓発できるよう、県や薬物乱用防止指導員協議会等が啓発活動を

実施しています。 

令和元年度は麻薬・覚醒剤乱用防止運動（10/1～11/30）として46会場におい

て94,507人に対し啓発資材を配布しました。 

 

ウ 各種広報媒体を活用した薬物乱用防止啓発情報の発信 

県及び県警察は、テレビ・ラジオ・広報紙・ホームページ等の広報媒体を活用し、

県民に薬物乱用を未然に防止するための最新の情報を発信しています。 

 
エ 不動産業界団体との協定 

県及び県警察は、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日

本不動産協会埼玉県本部と各々、「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」（以

下、「協定」という。）を締結しています。 

表２：主な薬物乱用防止指導員等を対象とした研修会 
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これにより各不動産事業者を通じ薬物乱用防止啓発活動の推進を図っています。 

○締結日：平成26年11月18日（火） 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 

平成27年３月１日（水） 公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部 

 

オ 特定の対象者に対する薬物乱用防止啓発 

再犯率の高い中高年層や無職少年及び有職少年を対象とした啓発として、関係団

体の協力を得ながらパチンコ店、ゲームセンター、公営競技場、レジャーホテル、

映画館、運転免許センター、自動車教習所等においてポスターの掲示又は啓発資材

の配布を行っています。 

 

カ 条例に基づく予防啓発 

条例第８条に基づき、県は薬物に関する情報を収集・整理するとともに、薬物の

乱用による危害から県民の健康及び安全を確保するための情報提供を行います。ま

た、条例第９条に基づき、県民が薬物の危険性に関する正しい知識に基づき行動す

る事ができるよう、教育及び学習を推進します。 

 

(2) 課題 

ア 県内における薬物事犯の検挙者は減少していない。薬物乱用を拒絶する行動が

とれるよう規範意識の醸成を少年期から図る必要があるため、すべての学校で児

童生徒を対象に薬物乱用防止教室を開催する必要がある。 

イ 平成27年以降増加傾向にある大麻事犯の検挙者の半数近くは若年層であるこ

とから、若年層に対し、大麻をはじめとした違法薬物に対する危険性や有害性に

ついて効果的に啓発する必要がある。 

ウ 薬物事犯の検挙者の約５割は無職者であるため、無職者に対しても多様化する

乱用薬物の恐ろしさを効果的に啓発する必要がある。 

  



 

14 

３ 回復支援の状況 

(1) 取組の現状 

ア 薬物依存症の治療 

薬物事犯の再犯者率が約５割と高い状況にあります。理由として、薬物依存症か

らの回復が難しいことが一因と言われています。薬物乱用対策を推進するうえで薬

物依存症者による薬物の再乱用を防止することが重要ですが、薬物依存症は専門的

な医療機関での治療が必要とされます。（図２） 

県内では、県立精神医療センターが、認知行動療法プログラムによる薬物依存症

の専門治療を行っています。県立精神医療センターでは、県立精神保健福祉センタ

ーや保健所等の関係機関、薬物依存症の回復と社会復帰支援に取り組むNPO法人と

連携しながら、薬物依存症の治療を行っています。 

県立精神医療センターにおける薬物依存症の患者数は令和元年度において新規

の外来患者数が87人、入院患者数が64人に達しています。（図15） 

このような状況から、医療機関での治療を必要とする薬物依存症者数は依然高い

水準を維持しており、県では薬物依存症者に対する治療が可能な医療機関の整備を

促進するなど、薬物依存症の治療体制の充実に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 薬物依存症者の社会復帰支援 

薬物依存症者の回復のためには、薬物依存症の治療だけでなく健全な社会に復帰

するための支援を行う必要があります。 

再犯防止と改善更生を図る一環として、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の

一部執行猶予制度が平成28年６月に施行されました。これにより刑期を残して社会

に出る覚醒剤等事犯者は保護観察を付され、地域社会の中で回復の支援を受けるこ

ととなります。 

県では、県内の薬物依存症の回復と社会復帰に取り組む民間団体（以下「薬物回

復支援団体」という）と連携して薬物依存症者の回復を支援するとともに、薬物依

存症者の家族の交流会等を通じ薬物依存症者及びその家族の支援を行っています。 

図 15：県立精神医療センターにおける薬物依存症の患者数

の推移 



 

15 

ウ 薬物問題に対する相談体制 

薬物を乱用してしまった場合には、早期発見・早期対応が重要となり、薬物乱用

者（薬物依存症者を含む）の状態及び状況に応じた対応が必要です。 

薬物に関する薬物乱用者及びその家族等からの相談については、県立精神保健福

祉センター、県薬務課、県保健所、市保健所、さいたま市こころの健康センター及

びさいたま法務少年支援センター非行防止相談室ひいらぎ（さいたま少年鑑別所）

等で応じています。これらの機関では、相談者が抱えている問題への対処方法や薬

物依存症の治療に結びつけるための助言を行っています。 

また、相談内容も多様化しているため、相談対応者の資質向上等を含めた相談体

制の充実強化に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 条例に基づく回復支援 

条例第10条に基づき、県は、薬物依存症からの患者の回復に資するため、医療機

関その他の関係機関及び薬物乱用防止を目的とする団体と連携を図るとともに、相

談体制及び専門的な治療等に関する体制の整備等を推進しています。 

 

 (2) 課題 

ア 薬物事犯者の再犯者率が約５割と、薬物依存症からの回復は相当な困難を伴うた

め、薬物依存症者の回復支援に取組む必要がある。 

イ 県内の薬物依存治療を行う医療機関において、薬物依存症の治療の充実を図る必

要がある。 

ウ 薬物依存症からの回復のためには社会復帰に向けた支援が重要であり、支援体制

を充実強化する必要がある。 

エ 県内の薬物回復支援団体の支援を通じて薬物依存症者の社会復帰を進める必要が

ある。 

オ 薬物問題に関する相談の増加及び相談内容の多様化に対応するため、相談体制を

充実強化する必要がある。 

図 16：埼玉県内における薬物に関する相談件数及び主な相談薬物の内訳 
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４ 取締指導の状況 

(1) 取組の現状 

ア 麻薬、覚醒剤等の薬物事犯への対応 

県警察では薬物の供給源となる密売組織を壊滅し、また、密売組織の維持、拡大

を支える末端乱用者に対する取締りを徹底し、薬物需要の根絶に取り組んでいます。

令和元年には489人を検挙し、覚醒剤を約28kg、大麻を約9.4kg 押収するとともに

犯罪組織を壊滅させています。（図１、図17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 麻薬、向精神薬及び覚醒剤原料取扱施設への監視指導 

医療用の麻薬、向精神薬及び覚醒剤原料を取扱う医療機関及び使用量は増加傾向

にあります。県ではこれら医療用の麻薬等が不正に流通し悪用されないよう、医療

機関等の麻薬、向精神薬及び覚醒剤原料取扱施設の監視指導を行っています。令和

元年度は4,229施設の監視指導を行い、麻薬等の適正な管理及び使用を指導しまし

た。（図18） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18：麻薬等取扱施設数及び監視件数の推移 

図 17：覚醒剤・大麻の押収量の推移 
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ウ 危険ドラッグ販売店舗に対する立入検査等の実施 

平成26年度に危険ドラッグによる健康被害や交通事故等の二次被害が深刻な社

会問題となったことから、最大17店舗あった危険ドラッグ販売店に対し、県と県警

察等が連携して延べ85回、立入検査及び販売中止の警告等を行い、平成26年12月に

は全ての店舗が廃業しました。 

その後も、店舗販売を再開していないか定期的に監視を行い、県内の危険ドラッ

グ販売店舗数０を維持しています。（図19） 

 

エ インターネットにおける危険ドラッグ販売サイト等への対応 

危険ドラッグの販売は店舗以外にインターネット上で行われていることから、イ

ンターネット上の危険ドラッグ販売店舗に販売の中止及び広告の削除について警

告メッセージを送付するとともに、国を通じて及びプロバイダに対して直接、違法

広告の削除要請を行っています。 

当初確認された、埼玉県内に所在すると疑われる危険ドラッグ販売サイト49サイ

ト（平成26年８月13日）については、警告及び削除要請の結果、平成27年11月には

全て削除されました。 

その後も、新たな販売サイトが営業していないか監視を行い、県内に所在すると

疑われる危険ドラッグ販売サイトは０を維持しています。（図19） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 地下化する販売形態への対応 

危険ドラッグの販売店舗の撲滅により販売形態がより摘発されにくい形態（地下

化）になる傾向が見受けられます。そこで、通信販売サイトの取締指導を徹底する

とともに、危険ドラッグの配達（デリバリー）販売への対策に取り組んでいます。 

 

 

 

 

図 19：危険ドラッグの販売店舗数及びインターネット販売サイト数の推移 
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カ 条例に基づく取締指導 

危険ドラッグの県内への流通を未然に食い止めるため、国及び他の自治体と連携

し、条例第11条に基づき、法律より早く国に先んじて知事指定薬物を指定し、知事

指定薬物の製造や販売等を規制しています。これまでに91成分を指定しています。

（令和2年8月26日現在）（図20） 

また、条例第14条に基づき、県職員、県警察職員が知事指定薬物を取り扱ってい

る疑いのある場所を立入調査することにより、危険ドラッグの撲滅を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 乱用薬物の多様化 

覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法等で規制されて

いる薬物の化学構造を一部変えるなど、法規制をすり抜ける新たな危険ドラッグが

現れています。 

また、自転車の空気補充用ガスとして小型金属製ボンベに充填されたものや電子

タバコのカートリッジなど新たな形状で流通する危険ドラッグも現れています。 

県では、インターネット販売サイトの監視や買上検査を実施し、早期の発見及び

流通の未然防止に努めています。 

 

ク 不動産業界団体との協定 

協定に基づき公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本

不動産協会埼玉県本部において提供している建物賃貸借契約書例の特約事項欄、重

要事項説明書の記入例として、危険ドラッグの販売等を禁止する事項及び当該禁止

事項に違反した場合の契約を解除する事項を作成し、会員へ周知することにより、

危険ドラッグの販売店舗の出店の未然防止を図っています。 

 

 (2) 課題 

ア 大麻、麻薬及び覚醒剤等の県内での流通や乱用を防止する必要がある。 

イ 麻薬取扱施設は増加傾向にあり、これらの監視指導を徹底することにより不正流

通麻薬等の発生を引き続き防止する必要がある。 

図 20：知事指定薬物数の推移 
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ウ 危険ドラッグの流通はインターネットやデリバリーなど、いわゆる「地下化」に

なっており、引き続き対策を講ずる必要がある。 

エ 次々と現れる危険ドラッグの成分となる薬物に対し取締りを徹底する必要がある。 

 

【出典】 

図１～６,８～10：県警察本部薬物銃器対策課 

図７：警察庁 組織犯罪対策ホームページ 

図 15：県立精神医療センター 

図 16：県立精神医療センター、薬務課 

図 17：県警察本部薬物銃器対策課 

図 18～20：薬務課 

表１：総務部学事課、教育局保健体育課 

表２：教育局保健体育課、薬務課 
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